
会長 宿利原 勝吉
会長代理 近川 正人

2番 鈴 一磨
3番 東郷 輝昭
4番 木原 光郎
5番 厚ケ瀬 博文
6番 黒瀬 正
7番 牧原 昇
8番 鍋 康博
9番 樋渡 俊信

10番 平原 榮
12番 貫見 和洋
13番 鮫島 廣幸
14番 猪鹿倉 昭雄
15番 落司 順一
16番 畠中 正秋
17番 寺田 郁哉
18番 安水 義文
19番 德永 哲朗
20番 基 岸澄

４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２３年度第１１回錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。

第２ 附議事項

第１ 議事録署名委員の指名

議案第３７号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

議案第３６号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について

議案第３８号 農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更・編入）について

議案第３９号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更について

議案第４０号 平成23年度耕作放棄地調査に伴う非農地判定について

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

５、議 事

２、開催場所 錦江町本庁 ２階庁議室

３、出席委員（２０人）

１、開催日時 平成２４年２月２７日（月）午後１時３０分から

事務局職員 松元 辰朗 事務局長 折久木 まり子 書記 中野 好太郎 書記

欠席委員 なし



本日の総会は、貫見委員が遅延しております。
本日の総会は、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により総会は成立しております。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項に規定する会議録署名委員ですが、
議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

全 委 員 なし。

議 長 それでは異議ないということですので、１６番の畠中正秋委員と１７番の寺田郁哉委員を
指名致します。

宜しくお願い致します。

それでは、会務報告について事務局から報告と説明をお願いします。

事務局 会務報告と説明

議 長 只今の会務報告について、何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 発言なし

議 長 会務報告を終わりまして付議事項に入ります。議案第３６号農業経営基盤強化促進法第１
３条第４項の規定による農用地利用集積計画所有権移転について提案します。説明をお願い
します。

事務局 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画所有権移転、受
付番号６号の譲渡人は、Ｋ・ＳさんでＡ自治会の方です。

経営規模は、自作地２４，３００㎡です。
申請地は、神川上榎木迫１４６９番１、地目は台帳現況とも畑で、地積は５，２６６㎡。

次に神川上榎木迫１４７０番４、地目は台帳現況とも畑、地積は４，７５９㎡。
次に神川上榎木迫１４７０番９、地目は台帳現況とも畑、地積は３，７４９㎡で３筆合計の
１３，７７４㎡です。

譲受人は、Ｉ・ＴさんでＳ自治会の方です。
経営規模は、世帯員８、労働力３、自作地２６，２４２㎡、小作地３１，７８７㎡で茶を

中心に耕作されています。
調査委員は、１５番の落司委員となっております。権利の取得要件等を中心に調査報告を

お願いします。

議 長 落司委員調査報告をお願いします。

１５番
落司委員

１５番ご報告申し上げます。Ｉ・Ｔさんは、認定農業者として今説明がありましたように
茶の専業農家でございます。この方の農業の事業に供する農地の全てを耕作していると認め
られます。又、事業に必要な農作業に常時従事していると認められます。土地を有効に利用
していると認められます。農業で自立しようとする意欲と能力を有しております。農業経営
を主として従事する壮青年がいると認められます。このような中で農業機械等も充分持って
いらっしゃいまして、全ての要件を満たしていると認められますので、何ら問題は無いと思
われます。

ちなみに１０ａ当たり５５万円であります。以上で終わります。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

全委員 発言なし

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画所有権移転、受付番号６
号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成ですので農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画所有権移転、受
付番号６号は決定しました。

次をお願いします。



事務局 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画所有権移転、受付番号７号の譲渡人
は、Ａ・Ｎさんで大阪府に在住の方です。

経営規模は、自作地４，６３８㎡です。
申請地は、馬場山畑４３１１番４、地目は台帳現況とも畑、地積は１，５４５㎡です。
譲受人は、Ｋ・ＳさんでＳ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員５、労働力３、自作地３２，８４０㎡、小作地５３，１７３㎡を茶と

甘藷を中心に耕作されています。
調査委員は、２番の鈴委員にお願いします。権利の取得要件を中心に報告ください。

議 長 鈴委員調査報告をお願いします。

２番
鈴委員

はい、報告します。これは先月あっせんに上がってきた分でございます。
譲受人のＫ・Ｓさんは認定農業者でございまして、あっせん候補者にもなっておられま

す。農地の利用状況は、全ての農地を効率よく耕作しておられ、意欲と能力のある元気者で
ございます。何ら問題ないと思いますので宜しくお願いします。

議 長 調査報告を頂きましたが、質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂
きたいと思います。

鈴委員 宜しいですか。

議 長 はい。

鈴委員 金額は、場所的に行止まりの処で、農道等もあまり整備されていない三角の農地でありま
したので、全部で３０万９千円でした。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画所有権移転、受付番号７号
に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成ですので農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画所有権移転、受
付番号７号は決定しました。

以上で議案第３６号、農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集
積計画所有権移転を終わりまして、次に議案第３７号 農業経営基盤強化促進法第１３条第
４項の規定による農用地利用集積計画利用権設定について提案します。説明をお願いしま
す。

事務局 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画利用権設定の受付番号３６５号から
３８８号までを提案します。

受付番号３６５号の貸し人は、Ｙ・Ｈさんで鹿児島市の方です。
申請地は、田代川原平原１９０１番３、地目は畑、地積は１，１４４㎡です。
期間は、平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までとなっています。
小作料は、使用貸借ということでございません。
借り人は、Ｎ生産組合で南大隅町にございます。継続です。
調査委員は１番の近川委員にお願いします。権利者の取得要件を中心に報告ください。

次に受付番号３６６号の貸し人は、Ｙ・Ｈさん、Ｏ自治会の方です。
申請地は、田代麓ホケノ頭１２８４番、地目は畑、地積は５，３４７㎡です。
期間は、平成２４年３月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり７千円です。
借り人は、Ｍ・ＯさんでＩ自治会の方です。新規です。
調査委員は、９番の樋渡委員となっています。

次に受付番号３６７号の貸し人は、Ｍ・Ｆさん、鹿児島市の方です。
申請地は、田代麓ホケノ頭１２８８番、地目は畑、地積は１，８１３㎡です。
期間は、平成２４年３月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、株式会社ＭさんでＮ自治会にございます。新規です。
調査委員は、９番の樋渡委員にお願いします。



次に受付番号３６８号の貸し人は、Ｔ・Ｎさん、Ｏ自治会の方です。
申請地は、田代麓ホケノ頭１２８７番、地目は畑、地積は２，７２４㎡です。
期間は、平成２４年３月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、前号の株式会社Ｏさんです。新規です。
調査委員は、９番の樋渡委員となっています。

次に受付番号３６９号の貸し人は、Ｔ・Ｋさん、Ｈ自治会の方です。
申請地は、田代麓ホケノ頭１２８９番、地目は畑、地積は３，６６６㎡です。
期間は、平成２４年３月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、前号の株式会社Ｍさんです。新規です。
調査委員は、９番の樋渡委員となっています。権利者の取得要件について報告をお願いし

ます。

次に受付番号３７０号と３７１号の貸し人は、Ｔ・Ｎさん佐賀県の方です。
申請地は、馬場古川１６２番１、地目は田、地積は６５０㎡。

次に馬場宮下１８１０番１、地目は田、地積は９７５㎡で２筆合計１，６２５㎡です。
期間は、平成２４年３月１日から平成３４年１２月１４日までとなっています。
小作料は、物納で合計米８俵となっています。
借り人は、Ｙ・ＡさんでＯ自治会の方です。新規です。
調査委員は、１０番の平原委員となっています。権利者の取得要件について報告をお願い

します。

受付３６５号から３７１号までを提案しました。
各調査委員は、権利の取得に関する要件を中心にご報告頂きたいと思います。

議 長 近川委員、樋渡委員、平原委員の順に調査報告をお願いします。調査報告については、権
利取得者に関する要件をお願いします。

１番
近川委員

はい、１番。３６５号でございますが、借り人がＮ生産組合ということで継続でございま
すが、農地の利用状況は良くされております。意欲と能力もお持ちの方でございまして、常
時従業員もおり全ての要件はクリアしていると認めます。機械等も装備されております。何
ら問題は無いと思います。

９番
樋渡委員

９番、ご報告致します。Ｍ・Ｏさんに関しましては、Ｙ・Ｈさんがホケノ頭に土地を持っ
ていらっしゃいまして、Ｍ・Ｏさんの仕事を見てＭ・Ｏさんに作ってもらえないかというこ
とで、今回、Ｍ・Ｏさんが引き受けて今回上ってきた訳です。

Ｍ・Ｏさんは、全てに要件を満たしております。現在耕作している土地も充分管理され
て、今年はショウガも作ってみたいという意欲のある方です。何ら問題は無いと思いますの
で宜しくお願いします。

３６７号から３６９号までの報告を致します。
株式会社Ｍさんですが、法人化されて要件を満たしており、この方も何ら問題ないと思い

ます。この方もホケノ頭に土地を持っていらっしゃって、Ｔ・Ｋさんとは親戚になっておら
れます。それでこのＦさん、Ｎさん、Ｔ・Ｋさんの３筆を前回作っていらっしゃった方が合
意解約したいということで、今回Ｍさんが親戚の土地もあるので、ぜひ自分に作らせてくだ
さいということで今回上ってきたものです。Ｍさんは、甘藷、ショウガなど作っていきたい
ということで頑張っております。農地も充分管理されて何ら問題は無いと思いますので宜し
くお願いします。

１０番
平原委員

３７０番と３７１番のＡさんにつきましては、先月も出ましたので要件はクリアしており
ます。別に問題はございません。

議 長 只今、３名の委員から調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等があ
りましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号３６５号から３７１号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手



議 長 全委員賛成でございますので、受付番号３６５号から３７１号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次に受付番号３７２号の貸し人は、Ｔ・Ｉさん、Ｙ自治会の方です。
申請地は、田代麓中村上原５５８０番、地目は畑、地積は３，２０６㎡です。
期間は、平成２４年３月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、Ｈ・ＹさんＹ自治会の方です。新規です。
調査委員は、１２番の貫見委員としておりますが、今連絡が付きましてたので、調査委員

は樋渡委員にお願いしたいと思います。

次に受付番号３７３号の貸し人は、Ｍ・Ｓさん、愛知県に在住の方です。
申請地は、田代麓中村上原５５８５番、地目は畑、地積は２，３４６㎡です。
期間は、平成２４年３月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、前号のＨ・Ｙさんです。新規です。

次に受付番号３７４号と３７５号の貸し人は、Ｍ・Ｎさん、Ｎ自治会の方です。
申請地は、田代麓中村上原５５９４番３、地目は畑、地積は２９２㎡。

次に田代麓中村上原５５９４番４、地目は畑、地積は７４０㎡で２筆の合計１，０３２㎡で
す。

期間は、平成２４年３月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、前号のＨ・Ｙさんです。新規です。

次に受付番号３７６号と３７７号の貸し人は、Ｔ・Ｍさん、Ｎ自治会の方です。
申請地は、田代麓中村上原５５９４番１、地目は畑、地積は３，９３８㎡。

次に田代麓中村上原５５９４番２、地目は畑、地積は１，２７７㎡で２筆合計５，２１５㎡
です。

期間は、平成２４年３月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円です。
借り人は、Ｋ・ＳさんＫ自治会の方です。新規です。
調査委員は、これも１２番の貫見委員としていましたが、安水委員にお願いしたいと思い

ます。

次に受付番号３７８号の貸し人は、Ｓ・Ｏさん、垂水市在住の方です。
申請地は、田代麓高附１５３２番、地目は田、地積は８４８㎡です。
期間は、平成２４年３月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、３千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんです。新規です。
安水委員に調査報告をお願いしたいと思います。宜しくお願いします。

議 長 樋渡委員、安水委員の順に調査報告をお願いします。

９番
樋渡委員

報告を致します。Ｈ・Ｙさんは今回も上がってきたところですが、今までも度々上がって
きております。今牛舎を建築中です。あと少ししたら終わるということですが、４月からは
息子さんが帰ってこられます。それで認定農業者でもあります。建築中の牛舎は約３０頭を
飼うことが出来る規模の牛舎です。

現在耕作されている畑、田は綺麗に管理されており何ら問題は無いと思われますので宜し
くお願いします。

１８番
安水委員

１８番、報告致します。Ｋ・Ｓさんですが、池田に住まわれていらっしゃる方で４３歳と
いう若さの中で、甘藷を中心とした大規模農家であります。今回の借りられた土地ですが、
この周辺の畑を管理されておりまして、畑の管理状況等も素晴らしい管理をされていますの
で何ら問題は無いと思います。それと機械などですが、機械等も畑を充分管理できる機械を
揃えていらっしゃいますので全く問題ないと思います。皆様の判断を宜しくお願いします。
以上です。

12番の貫見委員、自席に着席



議 長 只今、調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出し
て頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号３７２号から３７８号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号３７２号から３７８号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次の受付番号３７９号と３８０号の貸し人は、Ｓ・Ｋさん、Ｈ自治会の方です。
申請地は、田代麓表木ノ下２０５１番、地目は田、地積は９６４㎡。

次に田代麓表木ノ下２０５２番、地目は田、地積は８０１㎡、２筆合計で１，７６５㎡で
す。

期間は、平成２４年３月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で９千円です。
借り人は、Ｋ・ＫさんＵ自治会の方です。新規です。
調査委員は、３番の東郷委員となっております。

次の受付番号３８１号と３８２号の貸し人は、Ｓ・Ｔさん、鹿児島市在住の方です。
申請地は、田代麓塩井川１８６２番、地目は田、地積は１，７８１㎡。

次に田代麓塩井川１８６３番、地目は田、地積は８７１㎡、２筆合計で２，６５２㎡です。
期間は、平成２４年３月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で１万３千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。

次の受付番号３８３号と３８４号の貸し人は、Ｍ・Ｍさん、Ｙ自治会の方です。
申請地は、田代麓塩井川１８７１番１、地目は畑、地積は１，０９５㎡。

次に田代麓塩井川１８７１番２、地目は畑、地積は１，５２３㎡、２筆合計で２，６１８㎡
です。

期間は、平成２４年３月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で１万３千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。新規です。

次の受付番号３８５号から３８８号の貸し人は、Ｔ・Ｔさん、Ｙ自治会の方です。
申請地は、田代麓塩井川１８７２番２、地目は田、地積は２５４㎡。

次に田代麓塩井川１８７２番３、地目は畑、地積は２５５㎡。
次に田代麓塩井川１８７２番４、地目は田、地積は１，７７３㎡。
次に田代麓塩井川１８７２番５、地目は田、地積は４５０㎡。４筆合計で２，７３２㎡で
す。

期間は、平成２４年３月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で１万３千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。新規です。
取得要件について調査報告をお願いします。

議 長 東郷委員、調査報告をお願いします。

３番
東郷委員

報告致します。Ｓ・Ｋさんは、昨年までは田を作っておられましたが、年齢の関係で作れ
ないということで、Ｋさんにお願いされています。Ｔさん、Ｍさん、Ｔさんの３名は、Ｍさ
んが作っていましたが、Ｍさんが止めるということでＫさんにお願いされて、Ｋさんが引き
受けられております。

Ｋさんは、ショウガを目標に頑張っていらっしゃる訳ですが、堆肥散布機など色々揃えて
あります。認定農業者でも認定されております。今ショウガ植えの堆肥関係を一生懸命頑
張っているところであり何ら問題ないと思います。宜しくお願いします。



議 長 只今、調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出し
て頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号３７９号から３８８号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号３７９号から３８８号までは原案のとおり決定し
ました。

議案第３７号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農地利用集積計画利
用権設定の錦江町長に対する要請についてを終わります。

続きまして、議案第３８号の農業振興地域整備計画の変更、用途区分変更と編入について
提案します。説明をお願いします。

事務局 議案第３８号 農業振興地域整備計画の用途区分変更及び編入について説明致します。
初めに用途区分変更ですが、この件については平成２４年２月１４日、申請者から錦江町

長に申請があり、２月１５付けで錦江町長から農業委員会に意見が求められたものでありま
す。

申請についての内容は、
申請者：Ｈ・Ｆ 氏 Ｓ自治会の方です。
申請地：神川川路迫１７７０番１、地目は畑、地積：１，１７３㎡のうち３７０㎡
変更内容は、用途区分変更
変更理由は、農業用施設（堆肥舎と農業用倉庫）の建設するということであります。

１０ページから対象農地に関することと隣接地の同意の押印があります。
１２ページに事前着工を行ったとのことで、始末書がついています。
１３ページには、農用地でありますので代替地の検討を行わなければならないとのこと

で、代替地の検討結果が付いていますが、内容的には代替地の検討を行わなかったというこ
とと既に建築中であるとのことで、このままの形で許可を求めたいような内容となっていま
す 。

１４ページからは、町内の位置図の申請地という処でございます。１５ページに字図、１
６ページ、１７ページに配置図などが示されております。

調査委員は、１５番の落司委員となっています。

次に農用地編入ですが、申請は平成２４年１月２７日に申請されております。錦江町長か
ら平成２４年２月３日に農業委員会に意見を求められて、今回審査に上がったものでありま
す。

申請についての内容は、
申請者代表：Ｋ・Ｋ 氏
申請地：田代麓刈切５２１９番４２ 地目は畑 地積 ５，７０８㎡ Ｋ・Ｋ氏

田代麓刈切５２３７番１ 地目は畑 地積 ２，９０８㎡ Ｊ・Ｍ氏
田代麓刈切５２３７番６ 地目は畑 地積 ２，２３２㎡ Ｈ・Ｙ氏
田代麓刈切５２３７番７ 地目は畑 地積 １，２３７㎡ Ｈ・Ｙ氏
田代麓刈切５２３７番８ 地目は畑 地積 １，８８８㎡ Ｙ・Ｋ氏
田代麓刈切５２３７番９ 地目は畑 地積 １，２９２㎡ Ｙ・Ｋ氏

変更内容は、農用地編入
変更理由は、優良農地の確保

２２ページから２５ページにかけて各所有者の同意書が付いています。２６ページは町内
の位置図となります。

２７ページには斜めの線で示したところが今回の編入の申請があった処でございまして、
ここが字境になっておりまして、これまで農用地となっていなかったことから今回の申請に
至ったものだそうです。

更に下に位置するＫ・Ｋさんの畑があるところです。
調査委員は、１４番の猪鹿倉委員となっております。



議 長 落司委員、猪鹿倉委員調査報告をお願いします。

１５番
落司委員

１５番、報告を致します。２月２３日の午前９時から会長と事務局、計４名で現地を調査
致しました。

農用地区分の変更という申請でありまして、ここに始末書と代替地検討結果というような
ことで書いてあります。

この土地の東側と南側は自分の畑と山ということで、西側が畑になっていますが、西側と
は距離が離れておりまして日陰などの影響も無いということで、西の方には差支えないとい
うことです。何ら問題は無いものと認められますので、ご審議頂きますように宜しくお願い
します。

議 長 猪鹿倉委員。

１４番
猪鹿倉委

員

はい。報告します。Ｋ・Ｋさんの土地ですが、以前茶を植えられていましたが、茶を止め
られて他の方に貸していましたが、ここを造成されて優良農地に改良されるところでござい
ます。

それからＪ・Ｍさん、Ｈ・Ｙさん、Ｙ・Ｋさんのこの土地は、以前造成をされて茶を植え
てありますが字が違うということです。この図面がありますが、下の方が川床という字でご
ざいまして、今回調査を行った農用地でなかったということで申請がされたところでござい
ます。何ら問題ないと思いますので、皆さん宜しくお願いします。以上で終わります。

議 長 只今、調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出し
て頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは農業振興地域整備計画の変更、用途区分変更と編入について賛成の委員の挙手を
求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、議案第３８号の農業振興地域整備計画の変更、用途区分変
更と編入について原案のとおり決定しましたので意見書を錦江町長へ回答したいと思いま
す。

議案第３９号農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想についての変更を提案しま
す。説明をお願いします。

事務局 今回の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更については、５年に１回の
国及び県の基本構想の変更に伴い錦江町も変更するものであります。前回大幅な改正があり
今回は、１ページの上から６行目にあります担い手や新規就農者、農業への参入を希望する
企業等を含めた意欲ある多様な農業者をという文言が変更されたところであります。

ここで新規就農者や企業等の農業参入をこの基本構想ではっきりと農業を行えるものとす
る訳であります。４ページから１１ぺージまでにかけましては、各農業の形態による耕作面
積や飼育頭数が示されておりますが、鹿児島県自体は県の数値を示しておるとのことです
が、錦江町は錦江町の数値を示しているところでございます。

この資料の他に新旧対照表もつけてございますので、内容をよく吟味いただけたらと思い
ます。

それから、担い手の年齢部分でこれまで高齢の方の利用権設定で上がってきたところでご
ざいますが、今回のこれで行きますと多様な担い手というのはケースバイケースでやって行
けば宜しいのかということも考えられております。産業振興課の担当者にもその旨この取り
扱いについてはどのように図って行けばよいかと問い合わせたところ、やはりケースバイ
ケースというようなことも話されておりましたので、門戸を広げているのかということでご
ざいます。以上提案したいと思います。

議 長 只今、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想についての変更に関する説明がご
ざいましたが、委員からのご質問あるいはご意見を伺いたいと思います。

事務局 ちなみに、今回の変更はこの下線が付いているところが変更になった部分です。その辺り
をチェックして頂けたらと思います。



議 長 無いようですが、それでは質疑を打ち切って、採決に入っても宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 議案第３９号農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について賛成の委員の挙手
を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、議案第３９号農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な
構想の変更は、原案を承認しまして意見書を錦江町長へ回答したいと思います。

議案第３９号農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更についてを終わりま
して、議案第４０号の平成２３年度耕作放棄地調査に伴う非農地判定について提案します。
説明をお願いします。

事務局 平成２３年度に実施しました耕作放棄地の調査は、８月及び９月を中心に年内調査したと
ころでございます。そこで３名以上の農業委員で非農地判定をして頂いた分を別添資料の一
覧表に掲載してあります。

中には、平成２０年度調査時点では要活用農地としていたものが、今回の調査で非農地と
してある分も含めて掲載してあります。

通し番号の１８５番から２０５６番まで７５５筆で２，０４１，３６３㎡となっておりま
す。

これは先月、非農地事案を委員ごとに確認して、計上してありますので申し添えます。
その前に２３０番と２３３番の間に２３１番を入れてください。入力で２と入力してしま

いまして、３で上がっていません。ここが２３１番の田代麓高野４４８５番３、地目が畑、
地積が１５，５０１㎡を入れてください。入力の間違いでありました。

前回皆さんでチェックされたここに上がってきているものです。

議 長 只今、平成２３年度に実施しました耕作放棄地の調査で非農地と判定した農地につて説明
がありましたが、暫くの間各委員ごと自分の担当されたところの確認をお願い致します。

全委員 提案資料の内容を確認

議 長 それでは宜しいでしょうか、各委員ご確認いただいたことと思います。ご異議等がありま
したら出して頂きたいと思います。

全委員 発言なし

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って、採決に入っても宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 議案第４０号、平成２３年度に実施しました耕作放棄地の調査で非農地と判定した農地に
ついて賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、議案第４０号平成２３年度に実施しました耕作放棄地の調
査で非農地と判定した農地については原案のとおり決定しました。

以上で平成２３年度第１１回錦江町農業委員会総会の付議事項を終わります。

会長

１６番

１７番

議事録調整者 折久木まり子


